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［主催／お問合わせ］九州大学人社系協働研究・教育コモンズ  Email :enquiry-commons@cmns.kyushu-u.ac.jp
［共催］九州大学アジア・オセアニア研究教育機構、九州大学社会連携推進室 科学コミュニケーション推進グループ
［後援］九州大学法文学部創立100 周年記念事業実施委員会

参加申込

下記サイトへアクセスの上、事前登録をお願いします。Zoomで

ご参加の方には折り返しアドレスとパスワードをご連絡いたします。

https://commons.kyushu-u.ac.jp/collaborative/events/event_40.html ▶

　2024年に袴田巌さんが戦後5人目の死刑再審無罪となり、 法務省はよう

やく再審の負担を軽減するための法改正のために重い腰を上げました。

しかし法務大臣の諮問に対する法制審の答申には、 再審法改正を求める

国民の要望は反映されず、法務省案は自民党の事前審査を通過させるために

法案の修正を何度も求められる事態に陥りました。法制審再審部会の刑事法

研究者全員が答申案に賛成したことから、「御用学者」批判が公然と出される

事態にもなりました。 私は研究者としてスタートしたときから再審研究に関わっ

ていますが、 法制審答申が学会の議論を反映していないことは確かです。

そこでなぜ再審部会の刑事法研究者は全員制審答申を支持したのかを、実定

法分野における「知の形成」という視点から考えみたいと思います。

　どんな分野でもそうですが、 「人文社会

系」、もっと大きく 「文系」 としてくくられる

学問の中にも、多様な方法と目標 ・ 関心を

持つさまざまな研究領域が広がってい

ます。 しかし、それぞれの研究領域は、初め

から現在の形で個別に独立して存在して

いたものではありませんでした。 そこには

少なからず、人々の知的好奇心に導かれ

ながらも、時代の移ろいや、それにともなう

社会の要求にも応答して分化してきた経緯

があります。

　本シリーズではいま一度、それぞれの領域

の「出来（いでき）はじめ」 を紐解きつつ、

現在の学問が時代や社会に何を要求されて

いるのか、そして何ができるのかを考えます。

人社系の知の意味と意義を問いなおすことを

通じて、 協働研究の 「コモンズ」 醸成を

目指します。
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